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社会福祉における自立の概念の整理 
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１．研 究 目 的 

昨年度の秋季大会にて、日本の社会福祉に関する法律における自立の整理を行った。生

活保護法から始まった自立は、児童、障害者、高齢者といった他の分野へ広がる中で多義

的な意味を持つ用語に変化したことを明らかにした。しかし、法律条文には、自立の概念

ついて言及されておらず、概観にとどまった。本研究では、社会福祉の研究者及び実践者、

当事者の自立概念に関する先行研究の整理を行い、それぞれの視点、立場、共通する事柄

を明らかにすることで自立研究を進めることを目的とする。 

社会福祉の自立概念を整理した先行研究に「障害者の自立と自律権」（伊藤:1993）と「社

会福祉における自立研究の整理」（上田:2010）がある。上田は、伊藤の研究範囲を広げ、

これまでの自立研究の特徴や差異についての検討を行い、「自立概念を整理し始める研究が

発表されているが、それぞれ自立の種類が違い、概念規定すら統一してない状況にある。

―中略―自立という用語は未だ学問的にまとまっていない。」（2010:122）と述べている。 

２．研究の視点および方法 

今日、研究者及び実践者、当事者により数多くの自立概念が存在している。本研究では、

自立に関する先行研究を読み込み、共通する事柄で表を用いて整理を行う。(表は当日配布

予定)。また研究の範囲は、上田の時代区分を参考とする。上田は伊藤(1993)の時代区分を

参考に、第一期（近代〜1959 年），第二期（1960 年〜1980 年），第三期（1981 年〜1994 年），

第四期（1995 年以降）と設定した。しかし、第一期にある近代とは、一般的に明治維新が

起こる 1870 年代頃を指すことが多い。近代～1959 年までとすると 90 年もの幅が生じるこ

とになるため、旧生活保護法が制定された 1947 年を境に、それ以前を自立の概念前史とし

て整理を行う。また、本研究にて対象とする自立研究は、社会福祉の対象者全般とする。 

３．倫理的配慮 

 日本社会福祉学会倫理指針に従い引用参考文献等を明記するなどの倫理的配慮を行った。 

４．研 究 結 果 

 自立概念前史は，戦時体制下が影響し，国民は自活すること，社会において有用な人材

になることが求められ、有用性をもちえない者はいわゆる「經濟秩序外的存在」（大河内 

1938：6）として救済及び更生の対象とされていた。 

 第二期自立概念では、西野、白沢が生活保護の対象者に対し、経済的自立のみではなく、

「自ら主体的に判断し、行為すること」(白沢 1979:244)も含めて自立を考えようとしてい

る。一方、脳性麻痺の当事者である横塚は、「青い芝の会の求める障害者の自立とは、社会

の中で、障害者と健全者が対等に生きていくことのできる状況を創り出すことでありま

す。」(1977:824)と述べ、自立には障害者の主体性が認められることの重要性を述べている。 
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 第三期自立概念では、国際障害者年の影響もあり、経済的自立や身体的自立のみを追求

することの批判と自立概念の新たな枠組みの検討が行われていた。当事者である寺田

(1981:166-171)は、障害者も地域社会の一員として、自ら判断、決定、行動することを認

められように論じ、同じく当事者である定藤(1986:161)は、自らを生活、人生の主体とす

る他、他者からの支援を獲得する行為も自立と主張している。自立概念の整理を行った研

究では、大橋が６つ、谷口は５つに分類をしている。更に脳性マヒ者等全身性障害者問題

研究会では、研究者と当事者が共同で、自立概念の検討を行い、「労働力として社会復帰が

期待できない重度障害者が社会の一員として意義ある自己実現と社会参加を果たそうとす

る努力を社会的に位置づけ」(1982)ようとする動きがあった。 

第四期自立概念では、高齢者の自立した生活を目指し、要介護の予防とサービス提供を

目的とした介護保険制度や障害者自立支援法の導入に伴い、さらに多くの自立の概念が生

まれた。研究者からは立岩がこれまでの自立概念の歴史を整理し、古川(2008:178)からは

自身の立てた規範に従って行動する「全人的自立」が述べられた。また、研究者で当事者

の愼は自立を図式化し、自己決定が自立の基礎にあることを述べている。当事者からは、

中西・上野(2003:29-30)が自立を人間の相互依存関係を前提に自己選択、自己決定にもと

づいて地域で生活することと述べる他、安積が自己決定権や自己選択権が認められ、行使

できることの他に、「よりよい相互依存の関係を築くこと」(安積 2009:152)を述べている。 

５．考 察 

今回取り上げた言説を 2 つの考え方に区分することができた。一つは自立を能力の有無

で評価する<能力としての自立>である。主に研究者及び実践者が述べていた。もう一方は

存在そのものを肯定する<存在としての自立>である。こちらは主に当事者が述べていた。

例を挙げると、前者は対象者が主体性をもって行動することを自立とし、後者は当事者の

主体性を社会に認めさせようとしている。支援者と対象者で視点に差異がある。この差異

は両者の立場の違いが関係していると筆者は考える。当事者にとって、まさに自分自身の

問題であり、自立できないと判断されると社会から隔離、排除の対象となってきた。故に

〈存在としての自立〉を社会に訴えている。支援者は対象者を能力的に自立させることで

対象者を自立している多数派へ統合することを目指してきたため言説に溝が生じると考え

ている。社会福祉の自立を解くには、この溝を認識することが必要だと筆者は考える。 
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